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免除の所得基準額
全額免除の場合 （扶養親族の数＋１）×３５万円＋２２万円
４分の３免除の場合 ７８万円＋（扶養親族の数×３８万円）＋社会保険料控除額等
半額免除の場合 １１８万円＋（扶養親族等の数×３８万円）＋社会保険料控除額等
４分の１免除の場合 １５８万円＋（扶養親族等の数×３８万円）＋社会保険料控除額等
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　町では、９月に開催す
る ｢岩美町高齢者ふれあ
い福祉大会｣ の式典で、
金婚のご夫婦をお祝いし
ます。
　ご夫婦そろって結婚50
年を迎えられる方 ( 昭和
35年に結婚されたご夫
婦 ) は、８月10日 ( 火）
までに、福祉課または各
地区の老人クラブ会長さ
んにお申し出ください。

問い合わせ先
福祉課

☎73-1333
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